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【 研 究 ノー ト 】  

 

金正恩政権の漁業政策と  

日本への漂流・漂着船との関連性  

 

仲 田  紘 介  

 

1 は じ め に  

北 朝 鮮 では ， 2011 年 末 の 金正 日死 去 後 ， 金 正 恩が 事 実上

の 指 導 者と な っ た 。本 研 究 ノ ー ト は ，2012 年 か ら 2020 年 現

在 に 至 るま で の 期 間を 金 正 恩 政権 と見 做 し ，2016 年 に か け ,

政 権 に 依 る 漁 労 漁 業 へ の 注 力 と 水 産 物 の 輸 出 額 増 大 が み ら

れ る こ と，一方 で 2014 年 から 増加 し た 日 本 へ の漂 着 船等 事

象 は ， 必 ず し も こ の 政 策 と 明 瞭 な 相 関 を 有 す る も の で は 無

い こ と につ い て 指 摘す る 。  

 

2 研 究 目 的  

北 朝 鮮 では ，2011 年 12 月に 金 正 日 が死 去 し，そ の 後 ，金

正 恩 が 政 権 の 中 枢 に 位 置 し た 。 本 研 究 ノ ー ト (以 下 本 稿 )で

は ，2012 年 から 2020 年 現 在に 至る ま で の 期 間 を金 正 恩政 権

と 見 做 す。 金 正 恩 政権 で は 2014-16 年 に 水 産 業に 対 する 新

年 の 辞 の 言 及 が ， 質 ， 量 と も に 高 ま っ て い る 。 ま た ，

진 희권 (Chin Hee Gwon)・ 윤인주 (Yoon In Joo)(2019)は ，

2015-16 年に ，労 働 新聞 で も 水 産業 ，特 に 漁労 漁業 に 関 連 し

た 記 事 が増 加 し た こと を 指 摘 した 。  

一 方 で ，2014 年 以 降 ，日本 海 沿 岸 域 ，ロ シ ア極 東 域に は ，

朝 鮮 半 島か ら の も のと 思 わ れ る漂 流・漂 着 木 造 船 の 発 見（以

下 ，漂 着 船等 事象 ）が 続 い てい る 。ま た ，日 本 海 ，特 に 大 和

堆 及 び 武 蔵 堆 周 辺 の 我 が 国 排 他 的 経 済 水 域 に お い て ， 北 朝

鮮 籍 と み ら れ る 漁 船 に よ る 違 法 操 業 が 一 時 行 わ れ て い た 状
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況 等 か ら ， 漂 着 船 等 事 象 に 北 朝 鮮 の 漁 業 政 策 が 影 響 し て い

る の で はな い か と いう 推 論 が ある 1。つ まり ，2014 年 以 降 に

増 加 し た 木 造 船 漂 着 の 原 因 は ， 同 年 こ ろ か ら 強 ま る 金 正 恩

政 権 に よ る 漁 業 振 興 策 に あ る の で は な い か と の 仮 説 で あ る 。 

こ こ で 1 つ 目 の 疑 問は ， 金正 恩政 権 は 水 産 業 に注 力 して

い る の か，注 力 し て い ると すれ ば，資源 の 具 体 的な 投 下 方法

と 政 策 の成 果 ，2 つ 目の 疑 問 は ，仮 に 金 正 恩政 権 が 水 産業 に

注 力 し て い る の で あ れ ば ， 漂 着 船 等 事 象 と の 間 の 因 果 関 係

の 有 無 であ り ， 本 稿の 目 的 も この 2 点 に あ る 。  

本 稿 は ，1 つ 目 の 疑 問に 対 し ，金 正 恩 政権 は 水 産業 に 注 力

を 行 っ て お り ， 成 果 た る 水 産 物 は 国 連 の 制 裁 対 象 と な る ま

で ， 外 貨 獲 得 (以 下 外 貨 稼 ぎ )に も 利 用 さ れ て い た と の 立 場

を と る 。ま た ，2 つ 目の 疑 問 に は ，因 果 関 係は 直 接 的 には 明

ら か で ない と す る 。理 由 は，漂 着等 事 案 の 件数 は ， 2015-16

年 に 増 加 し た 漁 労 漁 業 の 伸 び よ り ， Jaeyoon Park et 

al.,(2020)ら の 指 摘 す る 大 和 堆 及 び 武 蔵 堆 付 近 で の 北 朝 鮮

の 木 造 船の 操 業 件 数と の 相 関 が強 く，ピー ク が 異 な る こ と，

ま た ， 軍 の 水 産 事 業 所 に 配 備 の 新 型 漁 船 と 漂 着 す る 木 造 船

に 構 造 ・操 業 形 態 ・漁 獲 物 等 の差 異が あ る た めで あ る 。  

な お ，間接 的 な 影 響 ，例 え ば ，自 国 及び 周 辺国 の活 発 な 水

産 物 需 要 の 中 ， 中 国 漁 船 に 漁 場 を 制 さ れ た 北 朝 鮮 漁 船 の 遠

洋 へ の 出 漁 の 可 能 性 等 を 否 定 す る も の で は な い 。 あ く ま で

木 造 船 に対 す る 政 策の 直 接 的 影響 のみ を 検 討 する 。  

本 稿 の 構成 は 2 章 で研 究 目 的 ，3 章 で 資 料 の範 囲，分 析方

法 及 び 観点 の 設 定 につ い て 述 べ，4 章で 各 観 点 の明 ら か に す

る と こ ろを 説 明 す る。  

                                                      
1  例 え ば ， 2017 年 12 月 24 日 付 Sanke iBiz「 粗 末 な 船 で も 遠 洋 漁 業

… 強 い ら れ る「 漁 獲 戦 闘 」漂 着 船 多 発 で 見 え る 北 朝 鮮 の 無 謀 な 計 画 」

等 の 報 道 。  
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3 資 料 の 範囲 ， 分 析 方法  

3.1 資 料 の範 囲  

 本 稿 は，資 料 を 学 位 論文 ，紀 要 論 文 ，シ ン ク タ ン ク の定 期

レ ポ ー ト ，その 他 発行 物等 ，そ の 形 式 ，発 行 形態 ，種 別 で 限

定 し な い。つ ま り ，北朝 鮮 の 水 産 業 に つい て政 策 的 に ，ま た

は 統 計 的に 触 れ て いる 資 料 ，報 道記 事 等 は ，全 て資 料 と して

取 り 扱 うと い う こ とで あ る 。但 し，情報 の 出 典 が明 ら か でな

い も の につ い て は その 限 り で はな い 2。  

ま た ，漁 労 漁 業 と は ，漁 船 を 用 い て 海洋 で 水産 動植 物 の 採

捕 を 行 う漁 業 一 般 を指 し ，操 業 区 域に よ る 区別 は 行 わ な い。 

 

3.2 分 析 方法 及 び 観 点 の 設 定  

分 析 方 法は 次 の と おり で あ る 。  

ま ず ，公 開 資 料 ，一 次資 料 で あ る 新 年の 辞 及び 労働 新 聞の

記 事 ，ま た 記 事 数 の 変 化か ら，北 朝 鮮の 漁 業 政 策の 内 容 及び

そ の 変 化を 定 量 的 に把 握 す る 。一 方 ，北 朝 鮮 が 公的 な 統 計 を

発 表 し てお ら ず，ま た ，労 働新 聞 の 特 性 上 か ら ，労 働 新 聞 の

記 事 や 件 数 ， 新 年 の 辞 の み に よ る 政 策 の 実 効 性 の 評 価 は 困

難 で あ る。  

そ こ で 政 策 の 実 効 性 の 評 価 に は ， 国 連 と 韓 国 の 機 関 が 発

表 す る 各種 統 計 を 用い る こ と とす る 。ま た ，北 朝 鮮 の 一 次 資

料 や 各 種統 計 か ら 得ら れ な い 情報 に つ い て，南 北 協 力 ，脱 北

者 の 証 言， そ の 他 資料 か ら 補 充を 行 う 。  

こ の 手 順に 即 し ， 次の 3 つ の 観 点 ，  

観 点 1… 北朝 鮮 の 公 開資 料 (一次 資 料 ) 

観 点 2… 北朝 鮮 の 漁 獲量 及 び 水 産物 の輸 出 の 推 定  

 観 点 3…南 北 協 力 ，脱 北 者 の 証言 ， そ の 他 資 料  

の 順 に 検討 を 行 う 。  

                                                      
2  い わ ゆ る “ 消 息 筋 ” か ら 伝 聞 し た の み の 記 事 は 対 象 と し な い 。  
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4 各 観 点 の明 ら か に する とこ ろ  

4.1 北 朝 鮮の 公 開 資 料 (一 次 資 料 ) 

北 朝 鮮 に 関 す る 一 次 資 料 た る 新 年 の 辞 ， 労 働 新 聞 の 記 事

内 容 及 び記 事 数 に より ，北 朝鮮 の政 権 の 関 心 度 を 図 る 。北朝

鮮 で は 全 て の 活 動 を 朝 鮮 労 働 党 の 指 導 の も と に 行 う と す る

と こ ろ ，党 の 機 関 紙 で ある 労働 新聞 を 通 じ ，政 権の 政 策 の方

向 性 を 見 極 め る こ と が 可 能 で あ る と い う ロ ジ ッ ク で あ る 。

こ の 際 ， 記 事 の 分 類 に 関 し て は 同 一 の 定 義 に 従 う こ と が 重

要 3で あ る 。 な お ， 労 働 新 聞 の 記 事 は す べ て 真 正 で あ る と の

仮 定 4に 基づ いて 議 論を 進 め る 。  

ま ず ， 新年 の 辞 5は 毎 年 1 月 1 日 に 政 権が 発表 す る， い わ

ば そ の 年の 施 政 方 針で あ る 。2000-19 年 の 新年 の辞 の 変 遷 は

                                                      
3資 料 に よ り ，例 え ば ，軍 の 水 産 事 業 所 に 対 す る 現 地 指 導 を 軍 関 係 の

も の と 分 類 す る か ，経 済 関 係 の も の と す る か で 集 計 値 は 変 わ る 。異

な る 系 統 の 研 究 か ら 記 事 数 を 単 純 比 較 す る こ と は 難 し い 。 本 稿 は

진 희 권 ・ 윤 인 주 ( 2019 )の 分 類 に 従 う 。  

4 労 働 新 聞 の 記 事 の 真 正 性 の 評 価 は 射 程 外 と す る 。 労 働 新 聞 は ， 例

え ば 金 日 成 ，金 正 日 時 代 は ，最 高 尊 厳 と さ れ る 彼 ら が 写 っ た い わ ゆ

る 1 号 写 真 は 加 工 無 し と の 通 説 も あ っ た が ，近 年 は 写 真 加 工 の 指 摘

は あ り ， 記 事 の 内 容 に も 論 議 は あ ろ う 。  

例 え ば ， 2015 年 4 月 20 日 付 朝 鮮 日 報 「 '김 정 은  백 두 산  정 상  등 정  

사 진 ' 조 작  의 혹 」 （ 金 正 恩 の 白 頭 山 頂 上 登 頂 写 真 ， 捏 造 疑 惑 ）  

5 厳 密 に い え ば ，新 年 の 辞 は 金 日 成 政 権 ，ま た 金 正 恩 政 権 下 の 2013-

19 年 で の 形 式 で ，金 正 日 政 権 下 ，ま た 同 人 死 亡 直 後 の 2012 年 は「 新

年 共 同 社 説 」の 形 式 で あ る 。「 新 年 共 同 社 説 」は ，党 機 関 紙「 労 働 新

聞 」と 軍 機 関 紙「 朝 鮮 人 民 軍 」，金 日 成・金 正 日 社 会 主 義 青 年 同 盟 の

機 関 紙「 青 年 前 衛 」の 3 紙 に 掲 載 さ れ た 。な お ，2020 年 は 新 年 の 辞 ，

新 年 共 同 社 説 と も 無 く ，朝 鮮 労 働 党 中 央 委 員 会 第 7 期 第 5 回 会 議 に

関 す る 報 告 が こ れ に 相 当 す る も の と 考 え ら れ て い る 。  
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付 録 1 の と お り で ある が ， 金 正日 政 権 下 の 2000-12 年と 執

権 1 年 目の 2013 年 6は ，水 産業 に 対す る 言 及 は ，食 の 問 題 の

解 決 の 文脈 か ら の 定型 的 な 文 章に 留 ま る 。   

一 方 ，ここ に 2014-16 年 を 示す が ，こ の期 間は ，水 産 業に

つ い て の言 及 が 具 体か つ 詳 細 にな り ，ま た ，軍 を 模 範 と し た

水 産 事 業所 を 称 賛 する 論 調 で 特徴 的 で あ る 。  

 

[表 1：新 年 の辞 (2014-16 年 )]  

 

出 典 ： 各 年 度 新 年 の 辞 。 訳 及 び 下 線 部 筆 者  

 

具 体 的 には ， 2014 年 は 水 産部 門へ の 注 力 と 軍 の水 産 部門

を 模 範 と称 賛 し ， 2015 年 は食 糧 問 題 解 決 へ の 3 本 柱 の一 つ

と 規 定 ， 2016 年 に は そ の 成 果 をよ り 拡 大 す べ きと の 主張 が

な さ れ る。  

こ の 他 ， 2014， 18 年 に 見 られ る「 科 学 化 」 は 金正 恩 政権

で 他 の 産 業 に も 見 ら れ る い わ ば 政 権 の カ ラ ー で あ り ， 2019

                                                      
6  前 年 2012 年 は 水 産 業 に 対 す る 金 正 恩 の 現 地 指 導 は 確 認 で き て い

な い 。 2013 年 以 降 ， 水 産 業 に 対 す る 現 地 指 導 が 増 加 す る 。  

2014 新年の辞

水産部門を押し上げるための国家的対策をたてなければならない。
水産部門では最高司令官命令を決死貫徹して魚大風（注：大漁）を作り出した人民軍水産部門の
模範に従い、漁船と漁具を現代化して科学的方法で漁労戦闘（注：漁労作業）を力強く行い、入
り江ごとに満船の汽笛が鳴るようにして海での養殖も大々的に行うべき

2015 新年の辞

農産と畜産、水産を3大軸にし、人民たちの食べる問題を解決し、食生活のレベルを１段階高め
なければならない。（中略）難しい環境と不利な条件でも、昨年は農業と水産、化学、石炭戦線
をはじめとする色々な部分で生産的高揚が起き、経済強国建設と人民生活向上の明るい展望を開
いた。（中略）水産部門で黄金海の新しい歴史を創造した人民軍の闘争気風を見習って、水産業
を決定的に引き上げ、魚大風をあつらえ、人民の食卓の上に海の香りが漂うようにすべき。

2016 新年の辞

農産、畜産、水産部門で革新を起こして人民生活の改善することに転換を図るべき。
党の呼びかけに従い、勢いよく立ち上っている畜産と水産部門で生産を早期に盛り上げさせ、全
国随所に建設した養魚場と野菜温室、キノコ生産基地が恩恵をもたらし、人民の食卓を豊かにす
べき。
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年 に は 水 産 資 源 の 保 護 等 が 挙 げ ら れ て い る 7等 の 特 徴 が み ら

れ る 。  

次 に 労 働 新 聞 の 記 事 の 内 容 や 記 事 数 の 増 減 を 検 討 す る 。

윤 인주 (Yoon In Joo)et al.,(2019)は， 2010-18 年 ま での 労

働 新 聞 の記 事 の 変 動を 確 認 し ，水 産 業 に つ い て ，総 計 878 件

の 記 事 が掲 載 さ れ てお り ，うち ，最 も多 い 漁 労 漁業 の 297 件

と 第 2 位の 養 魚，養 殖 事 業 の 194 件を 合わ せ ると ，上 位 2 項

目 の み で全 体 の 計 6 割 を占 め るこ と ， 第 3 位 に位 置 する 干

拓 事 業 も 食 糧 増 産 の た め の 農 地 獲 得 を 目 的 で あ る こ と を 考

慮 す る と，食 の 問 題 の 解決 ，す な わ ち食 料 生産 に関 わ る 漁 労

漁 業 ，養魚 養 殖 ，干 拓が ，上位 3 項 目 約 7 割に 達 す る こと を

明 ら か にし た 。  

 

[表 2： 2010-2018 年 の 労働 新聞 に おけ る 水 産 業 の 記事 数 ] 

 

出 典 )윤 인 주 e t  a l . , ( 2 0 1 9 ) P 3 図 1   

 

こ こ で 干拓 を 除 い た漁 労 漁 業 ，養 魚・養 殖 等 に ，近 年 増加

                                                      
7  射 程 を 超 え る テ ー マ と な る が ， 金 日 成 ， 金 正 日 政 権 も 「 漁 業 の 現

代 化 」「 漁 船 の 大 型 化 」等 を 主 張 し て た と こ ろ ，「 科 学 化 」 は 金 正 恩

政 権 が 水 産 業 以 外 の 分 野 で も 主 張 の ， い わ ば 政 権 の カ ラ ー で あ る 。

ま た ，「 水 産 資 源 の 保 護 」等 ，SDGｓ に 近 い 考 え 方 も 直 近 で み ら れ る 。  

漁労漁業 297 33.8%
養魚、養殖 194 22.1%

干拓 123 14.0%
海洋科学技術 73 8.3%
海運港湾 54 6.2%

海洋環境、資源 48 5.5%
水産物加工・流通 23 2.6%

海洋領土 22 2.5%
その他 44 5.0%
総計 878

－ 22 －
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傾 向 に ある 加 工 流 通を 加 え た 3 項 目 の 2010-2019 年 の経 時

的 な 変 化 に 注 目 し た い 。 윤 인주 et al.,(2019)を ベ ー ス に

KMI 北 朝鮮 海 洋 水 産 レ ビュ ー 第 1 号 (2020)(以 下レ ビ ュ ー 第

1 号 )に基 づ く 2019 年の デ ー タ を加 える と ，2013 年以 降 ，漁

労 漁 業 の件 数 が 増 加し 2015 年 に ピー ク を 示 す こ と，一方 で

直 近 の 2017-19 年 は 養 魚 ・ 養 殖に 再 度 逆 転 さ れて い るこ と

が わ か る。養 魚・養 殖は ，漁労 漁 業 に 比べ る と 毎年 コ ン ス タ

ン ト に 記事 と な り ，ま た，近年 は さ ら に 増 加 傾 向 に あ る。加

工 流 通 は 2017 年 1 件 ， 18 年 10 件 ， 19 年 27 件と 急 速 に 増

加 傾 向 にあ る 。  

  

[グ ラ フ 1： 記事 件 数 推 移 （ 2010-19 年 ， 件数 )] 

 

出 典 )진 희 권 ・ 윤 인 주 ( 2 0 1 9 ) P 4 9 表 2 を 元 に  

レ ビ ュ ー 第 1 号 ( 2 0 2 0 ) P 6 表 2 を 筆 者 追 加
8
 

 

年 間 の 記 事 増 減 に 加 え ， 記 事 の 季 節 性 を 月 別 の 件 数 変 動

か ら 確 認す る 。 レ ビュ ー 第 1 号 (2020)は ， 2019 年 に 関し て

月 別 集 計を し て お り， 漁 労 漁 業は 11 月 17 件 ， 12 月 6 件 と

                                                      
8  2 0 1 8 年 ま で の 養 魚 ・ 養 殖 に つ い て ， 윤 인 주 et a l.,( 2019 )は 194

件 ，진 희 권・ 윤 인 주 (201 9)は 19 7 件 と わ ず か に 異 な る 数 字 を 挙 げ て

お り ， 本 稿 は 直 近 の 発 行 物 の 194 件 を 採 用 し た 。 詳 細 は 不 明 だ が ，

本 稿 の 主 張 に 大 き な 影 響 は 与 え な い と 解 し て い る 。  
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冬 季 に 集中 し て い るこ と ， こ のう ち， 18 件 が 軍の 水 産事 業

所 に 関 連し た 記 事 であ る こ と を明 らか に し た 。  

 

 [表 3： 2019 年 の 月 別報 道件 数 ] 

 
出 典 )レ ビ ュ ー 第 1 号 (2 0 2 0 ) P 6 表 1  

 

軍 の 水 産 事 業 所 に つ い て ， こ れ ま で に 金 正 恩 が 繰 り 返 し

現 地 指 導し た 例 と して は ， 8 月 25 日 水 産 事業 所， 5 月 27 日

水 産 事 業所 ， 1 月 8 日水 産 事 業 所 等 が挙 げ ら れ る。  

 

[写 真 1-3： 朝鮮 中央 TV キャ プ チャ ] 

出 典 )同 テ レ ビ  

    

写 真 左 は 8 月 25 日 水 産 事 業 所 等 に配 備さ れ た 鋼 船で ，写

真 中 央 の と お り 船 尾 か ら 網 を 出 し ， 写 真 右 の ハ タ ハ タ を 主

に 採 捕 し て い る 。 こ れ ら の 事 業 所 に は 日 本 海 側 に 漂 着 等 す

漁船漁業 養魚・養殖 流通・加工 干拓 海運港湾 海洋観光等 海洋環境 その他 合計
1月 1 5 2 2 10
2月 2 4 7 1 1 15
3月 4 8 1 2 10 1 26
4月 3 2 3 2 2 3 15
5月 1 15 5 6 2 6 2 1 38
6月 3 6 4 1 9 4 1 28
7月 3 7 1 4 1 2 5 23
8月 8 15 2 5 13 3 46
9月 2 12 1 1 1 1 1 19
10月 2 5 1 1 1 3 13
11月 17 11 5 1 1 35
12月 6 9 6 2 4 2 29

44 92 27 40 6 39 34 15 297

－ 24 －
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る 木 造 船 と は 異 な り ， 一 見 堪 航 性 の あ る 大 型 の 鋼 船 を 供 与

さ れ て い る ほ か ， こ れ ら の 大 型 の 鋼 船 は 冬 季 の ハ タ ハ タ 漁

の 採 捕 につ い て 映 像等 を 含 め 報道 され る こ と が 多 い 。  

さ ら に ，労 働 新 聞 に掲 載 さ れ た特 徴 的 な 記 事 を 1 点 9挙 げ

る 。 2013 年 12 月 27 日 付労 働新 聞 は  

 

偉 大 な 金 日 成 大 元 帥 様 は 解 放 後 ， 現 代 的 正 規 武 力 建 設 の 初 始 期 ，

人 民 軍 に 水 産 部 業 班 を 組 織 し て く だ さ り ，革 命 発 展 の 毎 時 期 ，毎 段

階 ご と に 水 産 部 業 の 方 向 と 方 図 を 明 る く 照 ら し て く だ さ り ，水 産 業

の 強 化 発 展 に 不 滅 の 貢 献 を さ れ た 。  

偉 大 な 金 正 日 大 元 帥 様 は 崇 高 な 兵 士 観 を お 持 ち に な り ，軍 人 に よ

り 多 く の 魚 を 食 べ さ せ る た め に 労 苦 と 心 血 を 捧 げ て こ ら れ た 。苦 難

の 行 軍 を し て い た 峻 厳 な 試 練 の 中 で も 数 多 く の 養 魚 場 と ナ マ ズ 工

場 を 建 設 し て 下 さ っ た こ と を は じ め ，軍 人 に 魚 を た く さ ん 食 べ さ せ

ら れ る よ う に し て 下 さ っ た 。人 民 軍 部 隊 と 軍 部 隊 を 探 ね ら れ る た び

に ，食 堂 に 立 ち 寄 ら れ ，魚 が 上 が っ た 豊 か な 食 卓 で 向 か い 合 い 座 わ

る 軍 人 の 姿 に ， 一 番 大 き い 喜 び を 見 出 さ れ … （ 中 略 ）  

 敬 愛 す る 最 高 司 令 官 同 志（ 注 :金 正 恩 ）は 漁 労 で 新 し い 烽 火 を あ げ

る た め の 措 置 を 取 っ て 下 さ っ て ， 社 会 主 義 競 争 を 力 強 く 拡 大 さ せ ，

全 軍 が 漁 労 で 沸 き 立 つ よ う に さ れ た 。水 産 事 業 を 活 性 化 す る に 十 分

な 丈 夫 な 土 台 を 用 意 さ れ ，漁 労 作 業 を 現 代 化 す る 設 備 ら と 漁 具 を 備

え た 万 能 漁 船 を 送 っ て 下 さ り ，毎 日 満 船 旗 を 翻 し ，入 り 江 に 戻 る よ

う に さ れ た  

出 典 )同 上 。 下 線 部 及 び 注 は 筆 者  

 

と の 記 事を 掲 載 し た。  

北 朝 鮮 では ， 2013 年 に 初 の軍 水産 部 門 熱 誠 者 大会 が 開か

                                                      
9  調 べ た 限 り で は ， こ れ が 唯 一 ， 金 日 成 ， 金 正 日 ， 金 正 恩 の 漁 業 政

策 の い わ ば テ イ ス ト の 違 い に つ い て 同 一 記 事 中 で 言 及 。  
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れ ， こ こに 集 め ら れた 漁 労 工 たち に対 し て は 平 壌 に 1 週 間

近 く 滞 在 の 上 ， 金 正 恩 自 身 が 表 彰 を 親 授 す る と い う 異 例 の

厚 遇 を 見せ た 。上 記 記 事 は そ の 一 連の 報 道 の 一 部 で あ る が，

金 日 成 ，金 正 日 ら が 組 織し ，資 源 を 投下 し た水 産事 業 部 門を，

金 正 恩 政権 が さ ら に推 進 し ，新 しい 施 策 を 実 施 し た 旨 ，強調

し て お り， 政 権 の 注力 の 度 合 いが 見て 取 れ る 。  

 

4.2 北 朝 鮮の 漁 獲 量 及 び 水 産 物 の輸 出 の 推 定  

前 述 の と お り ， 北 朝 鮮 は 基 本 的 に 自 国 の 統 計 を 公 表 し て

お ら ず ，統計 か ら の アプ ロ ーチ は困 難 で あ る 10が ，主 要 な統

計 値 に つ い て は 国 連 や 韓 国 等 の 利 害 関 係 国 の 機 関 が 推 定 を

行 っ て い る 。 漁 獲 量 に つ い て は ， 国 際 連 合 食 糧 農 業 機 関

(FAO)， 韓 国統 計 庁 な ど が 推定 し てい る 。  

国 際 連 合食 糧 農 業 機関 (以 下 FAO)は ，世 界 の農 林水 産 業 の

発 展 と 農村 開 発 に 取り 組 む 国 連の 専 門 機 関 で あ る 11。北 朝鮮

を 含 む 190 あ ま り の加 盟 国 を 有し ，世 界食 糧計 画 (WFP)等 と

と も に 北 朝 鮮 に 対 し て は 食 糧 支 援 を 行 っ て い る 。 食 糧 支 援

に 関 連 し ，北 朝 鮮 当 局か ら独 自 に情 報 を 獲 得 す るほ か ， FAO

自 身 も 専門 家 の 派 遣を 行 な っ てい る 12。  

                                                      
1 0  北 朝 鮮 の 経 済 統 計 の 状 況 に つ い て は ，邦 文 で は (木 村  光 彦 ，1998)

「 北 朝 鮮 経 済 の 分 析 方 法  文 献 と 統 計 」が 詳 し い 他 ，比 較 的 新 し く は

(高 安  雄 一 ，201 2)「 隣 の 国 の 真 実  韓 国・北 朝 鮮 篇 」な ど が あ る 。

ま た ，韓 国 語 で は 韓 国 銀 行 (201 4 )「 統 計 を 利 用 し た 北 朝 鮮 経 済 の 理

解 」 な ど が あ る 。  

1 1  F A O の 説 明 は 日 本 語 HP か ら 一 部 編 集 。  

1 2  2 0 1 9 年 5 月 3 日 付 韓 国 聯 合 ニ ュ ー ス ［ 日 本 語 版 ］「 FAO と WFP は

こ の 日 ，北 朝 鮮 の 食 糧 状 況 に 関 す る 評 価 報 告 書 を 発 表 し ，北 朝 鮮 の

食 糧 事 情 が こ こ 10 年 間 で 最 悪 の 状 況 に あ り ， 食 糧 不 足 を 解 決 す る

に は 136 万 ト ン の 食 糧 支 援 が 必 要 と 指 摘 し た 。 両 機 関 は 今 年

－ 26 －
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FAO に よ れば ， 北 朝 鮮は 1980 年 代 後半 に 200 万 ト ン で漁 獲

量 の ピ ーク を 達 成 し，苦 難 の 行 軍 が始 ま る 1994 年 ご ろか ら

漁 獲 量 が減 少 す る 13。 1997 年ご ろ には 最 盛 期 の 約 1/3 水 準

の 70 万 ト ン程 度 に ま で漁 獲 量 は 減少 し ，以 降 ，漁 獲 量は 緩

や か に 回復 し つ つ も 1/2 水 準 たる 100 万 ト ン に届 い てい な

い 。  

韓 国 統 計庁 (以 下 ，単に 統 計 庁 )は ，北 朝 鮮 の各 種 統 計 値 を

発 表 し てお り ， 漁 獲量 も そ の 一項 目 で あ る 14。  

統 計 庁 も北 朝 鮮 は 1980 年 後 半 に 漁 獲 量の ピー ク を 迎 え，

以 後 回 復は 緩 や か と捉 え て い る点 では 同 一 で あり ，ま た，現

在 は ピ ーク 時 の 1/2 水 準 と い う 点 でも 一 致 す る。FAO 及び 統

計 庁 に よ る 南 北 朝 鮮 の 漁 獲 量 (1980-2018 年 )を 対 比 さ せ る

と 次 の グラ フ に な る。  

  

                                                      

(注 :2019 年 )3 月 29 日 か ら 4 月 12 日 ま で 北 朝 鮮 に 調 査 団 を 派 遣 し ，

食 糧 状 況 を 調 査 し た 」  

1 3  同 時 期 の 制 約 要 因 発 生 と し て 国 内 要 因 は ，第 一 に 閉 鎖 的 経 済 政 策

と 計 画 経 済 に よ る 非 効 率 性 の 出 現 ，人 員 ，機 械 の 稼 働 率 低 下 ，第 二

に 漁 業 資 源 の 枯 渇 が 検 討 さ れ よ う 。国 外 要 因 は 共 産 経 済 圏 の 崩 壊 と

こ れ に 伴 う 廉 価 な 石 油 輸 入 減 少 の 低 下 な ど が 挙 げ ら れ る 。こ れ ら 制

約 要 因 の 追 求 ， 解 決 が 1990 年 代 以 降 の 長 期 低 迷 の 打 破 に 必 要 な の

か も し れ な い 。  

1 4  韓 国 銀 行 は ，HP 上 の「 南 北 韓 国 の 主 要 経 済 指 標 の 比 較 」で 南 北 の

経 済 指 標 を 公 開 し て お り ，漁 獲 量 も 項 目 に 含 ま れ て い る が ，数 値 の

出 典 は 明 示 さ れ て い な い 。 一 方 ， 韓 国 統 一 部 HP 上 の 北 朝 鮮 情 報 ポ

ー タ ル「 農 林 水 産 業 」上 の 漁 獲 量 の 項 は ，統 計 庁 に 依 る 旨 表 示 が あ

り ，ま た ，統 計 庁 の KOSIS 国 家 統 計 ポ ー タ ル か ら 北 朝 鮮 の 漁 獲 量 も

確 認 で き る 。そ こ で 本 稿 で は 統 計 庁 を 出 典 と す る こ と と し た 。な お ，

筆 者 の 確 認 し た 限 り で は ，統 計 庁 と 韓 国 銀 行 の 推 定 値 は 同 一 で あ る 。 
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［ グ ラ フ 2： 韓 国 ， 北朝 鮮 の 漁 獲量 (1980-2018 年 )］  

 

出 典 )韓 国 ， 北 朝 鮮 (統 計 庁 )は 韓 国 統 計 庁 HP  

北 朝 鮮 (F A O )は 韓 国 統 計 庁 HP 経 由  

注 )韓 国 は 対 比 の た め 記 載 。 北 朝 鮮 （ 統 計 庁 ） は 19 9 0 年 以 前 5 年 間 隔  

 

一 方 ， 直近 の 数 字 は両 者 に 若 干の 差異 が み ら れ る 。  

金 正 恩 政権 成 立 直 後 の 2012 年 を 基 準に する と FAO は 72.4

万 ト ン ，統 計 庁 は 73.7 万 ト ン と 比 較 的近 い数 字 で あ る が，

推 定 値 との 留 保 の 上で ，単純 に 2012 年 を 基 準 に する と 2016

年 は ， FA0 で +15%， 統計 庁 で +36%と な る 。  

 

[グ ラ フ 3： 北朝 鮮 の 漁 獲 量 (2012-18 年 )] 

 

出 典 )同 上  

注 ） 本 グ ラ フ は 原 点 を 含 ま な い 部 分 拡 大 図  
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 つ ま り金 正 恩 政 権の 漁 業 政 策に つい て ，FAO は期 間 を通 じ，

単 調 に 増加 と 評 価 し，統計 庁は ，政 権 が 漁 労漁 業に 注 力 した

2016 年こ ろ ，期 初 比 30％ 以 上 の 効果 を 上げ たも の の ， 2017

年 以 降 下降 し た と いう 評 価 と なる 。 FAO，統 計 庁と も 積算 根

拠 が 必 ず し も 明 瞭 で な い こ と か ら ， そ れ ぞ れ の 評 価 の 妥 当

性 に つ いて は 考 察 不能 で あ る 。そ のう え で 統 計 庁 は 2017 年

の 国 連 制 裁 発 動 や 中 国 漁 船 に 対 す る 漁 業 権 販 売 が ， 何 ら か

の 影 響 を 与 え た 可 能 性 を 排 除 し て い な い も の と 推 測 さ れ る 。 

次 に 水 産物 の 輸 出 につ い て 確 認す る 。  

北 朝 鮮 か ら の 水 産 物 の 輸 入 等 ， つ ま り 北 朝 鮮 に と っ て の

輸 出 は ，2017 年 8 月 の 国 際 連 合 安 全 保 障 理 事会 決議 第 2371

号 1 5で ， 漁 業 権 の 購 入 等は ，同 年 12 月の 同 2397 号 1 6でそれ

ぞ れ 禁 止 さ れ た 。 国 連 ア メ リ カ 合 衆 国 政 府 代 表 部 が 決 議

2371 号 に 合 わ せ 提 示 し た FACT SHEET: Resolution 2371 

(2017) Strengthening Sanctions on North Korea で は ，制

裁 の 対 象と な っ た 時点 で 北 朝 鮮の 主要 輸 出 品 は  

 

[表 4：北 朝 鮮 の 主 要 輸 出 品 (2016 年 )] 

石 炭  鉄 ， 鉄 鉱 石  水 産 物  鉛 ， 鉛 原 料  

4 . 0 1 億 ド ル  2 . 5 0 億 ド ル  3 . 0 0 億 ド ル  1 . 0 0 億 ド ル  

出 典 )同 FA C T  S H E E T  

 

で あ る 。  

北 朝 鮮 自 体 は 自 国 の 貿 易 統 計 を 漁 獲 量 と 同 様 に 発 表 し て

い な い が，貿 易 統 計 は 相手 国が ある た め ，最 も 正確 に 推 定を

                                                      
1 5  同 決 議 で は ，海 産 物 の 輸 出 入 の 禁 止 等 が 定 め ら れ て い る 。以 後 単

に 決 議 2371 号 と い う 。  

1 6  同 決 議 で は ，い わ ゆ る 漁 業 権 の 販 売 ，移 転 の 禁 止 等 が 定 め ら れ て

い る 。 同 じ く 以 後 ， 単 に 決 議 239 7 号 と い う 。  
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行 い う る分 野 で あ る。つま り，貿 易 に つ い て は ，貿 易 相手 国

の 統 計 のう ち ，北 朝 鮮 に関 する 部分 を 抽 出 ，検 討す る ミ ラー

統 計 の 手 法 で 推 定 を 行 う こ と が で き る 。 既 存 資 料 は 何 ら か

の デ ー タ ベ ー ス ， 例 え ば 国 連 貿 易 統 計 や 国 際 貿 易 セ ン タ ー

(ITC)Trade Map ま たは グ ロー バル ト レ ー ド ア トラ ス (以 下 ，

GTA)1 7な どを 使っ て 自ら ミ ラ ー 統 計 を作 成し た もの と ，大韓

貿 易 投 資 振 興 公 社 (KOTRA) 1 8が ミ ラ ー 統 計 の 手 法 で 北 朝 鮮 の

対 外 貿 易 を 推 定 し た 「 北 朝 鮮 の 対 外 貿 易 動 向 (북 한  

대 외무 역  동 향 )」 (以 下 ，「 北朝 鮮 の 対 外 貿 易 動 向 」 )を 引 用

す る も のと に 大 別 でき る 。  

デ ー タ ベー ス を 利 用し た ミ ラ ー統 計の 一 例 を 挙げ る 。  

정 명화 (Jung Myung Hwa)・ 이상건 (Lee Sang Geon)(2017)

は ，水 産 物の 輸 出 の 99％ が 中 国 向 け で あ る と し ，決 議 2371

号 発 動 直前 の 北 朝 鮮の 対 中 輸 出を GTA か ら 確 認し て いる 。  

そ の 結 果 ，水 産 物 の 輸出 総額 は 1.05 億 ドル ，総 輸 出 額に 対

す る 比 率と し て 3.7％ 程 度 と 報 告し ，内 訳 はイ カ等 の 軟 体 動

物 が 0.7760 億 ド ル ，全輸 出に 占 める 比 率 に して 2.7%，甲 殻

類 と 貝 類が 0.2730 億 ド ル ，同 0.96%で ある 。  

                                                      
1 7  米 IHS 社 作 成 の デ ー タ ベ ー ス 。デ ー タ ソ ー ス は 各 国 の 統 計 作 成 機

関 。中 国 に つ い て は ，海 関 統 計 を 利 用 し て い る と さ れ る 。海 関 統 計

は 輸 出 を FOB  ， 輸 入 を  CIF に よ っ て 統 計 が 作 成 さ れ て い る と の こ

と で あ り ， 後 述 の と お り 補 正 を 要 す る 可 能 性 が あ る が ， 本 稿 で は

정 명 화 ・ 이 상 건 ( 2017 )を そ の ま ま 引 用 す る 。  

1 8  大 韓 貿 易 投 資 振 興 公 社 (KOTR A)は 1962 年 韓 国 政 府 に よ り ，貿 易 振

興 及 び 海 外 市 場 調 査 の た め 設 立 さ れ た 独 立 行 政 法 人 で あ り ，現 在 は

84 か 国 ・ 129 ヵ 所 に 海 外 拠 点 を 配 置 し ， こ れ ら 各 駐 在 国 /管 轄 国 の

公 式 統 計 機 関 か ら 入 手 し た 対 北 朝 鮮 貿 易 と 専 門 グ ロ ー バ ル 貿 易 統

計 企 業 の デ ー タ を 活 用 し ， 北 朝 鮮 の 年 間 貿 易 統 計 を 推 算 し て い る 。

以 上 ， 同 社 日 本 語 HP か ら 一 部 改 変 。  
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 [表 5： 2014-16 年 の 中 朝 水 産 貿 易 (GTA ベ ー ス )] 

 

出 典 )정 명 화 ・ 이 상 건 ( 2 0 1 7 )  表 5 転 載 。 GT A 2 0 1 7 年 8 月 7 日 時 点  

 

 本 例 の よ う に 北 朝 鮮 の 水 産 物 の 輸 出 が ほ ぼ 中 国 向 け で あ

る と 仮 定す れ ば ，GTA を 利 用し た 中 国 単 体 で の ミ ラ ー 統計 は

有 効 で あろ う 。ま た，GTA は 毎 月 更 新 され ると いう 点 で 実 用

的 で あ る。  

但 し ， 多 国 籍 の ミ ラ ー 統 計 を 作 成 す る に は 以 下 の 諸 点 に

注 意 を 要す る 。 김 석진 (Kim Suk Jin)(2014)は ， 一 般 論と し

て の 各 国 の 貿 易 統 計 の 基 準 が 異 な る 不 整 合 の 問 題 と ， こ れ

に 加 え 北 朝 鮮 に 関 す る 統 計 に は ， 韓 国 と 北 朝 鮮 の 混 同 が 問

題 で あ ると 指 摘 し てい る 。  

ま ず ， 一 般 論 と し て 各 国 の 貿 易 統 計 の 基 準 が 異 な る 不 整

合 の 問 題 は ， 例 え ば ， 輸 出 は 運 賃 と 保 険 料 等 を 除 外 し た

FOB(本 船渡 し 条 件 /Free On Board)で 集 計 さ れ るこ と に対 し，

輸 入 は こ れ ら を 含 ん だ CIF( 運 賃 保 険 料 込 条 件 /Cost, 

Insurance and Freight)で 集 計 さ れる た め， 単純 に は 輸出

が 過 大 評価 ，輸 入 は 過 小評 価さ れる と い っ た ，各 国 の 基 準，

制 度 に 依拠 す る 不 整合 の 問 題 のこ とで あ る 。  

現 在 ，北 朝 鮮 の 水 産 物 輸出 に関 し，定義 を 立 て ると す れ ば，

決 議 2371 号 第 9 章 で全 て の 国 連 加 入 国 が 輸入 を禁 じ ら れ た

番号 HSコード 品目概略 2014年 2015年 2016年

計 145.4 110.6 194.1

1 03079900 その他軟体動物（冷凍） 0 26.9 135.8

2 03074900 イカ（その他） 111.8 43.1 0.2

3 03062499 カニ（冷凍以外） 16.3 25.8 19

4 03061490 カニ（冷凍） 1.9 1.3 23.2

5 03048100 その他魚類（干し等） 1.6 1.9 5

6 03048100 サケ（ペレット） 6.3 1.9 0

7 03072190 ホタテ（活魚） 1.5 2.2 3.8

8 16051000 カニ（調整加工したもの） 0.6 1 1.8

9 03082190 ウニ（活魚） 0.7 0.8 0.8

10 03079190 その他軟体動物 0.3 1.5 0.1
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HS コ ード 190301-0308 及 び 同 1603，1604，16052 0を 範 囲 とす

る こ と が適 切 だ ろ う。  

こ れ ら につ き ，上 記 デ ータ ベー ス等 か ら，世界 各国 を 集計

し た 場 合，基 準 の 整 合 ，数 字 の 補 正 は集 計 者に 委ね ら れ る。

一 方 で ，全 て の 国 の 統 計基 準の 整合 は 現 実 的 で は な く ，かつ ，

南 北 朝 鮮の 混 同 は ，対 象国 の個 別事 情 ，個 別事 象を 知 悉 しな

い 限 り ，判 定 す ら 困難 で あ る 。  

김 석진 (2014)は ，「北 朝 鮮 の 対 外 貿易 動 向」は ，各 国 の基

準 の 整 合 ， つ ま り 数 字 の 補 正 を 行 っ て い な い と し て い る も

の の ，最終 的 に「北 朝鮮 の 対 外 貿 易 動 向」が 北 朝 鮮 の 貿易 動

向 に つ いて 最 も 精 度が 高 く 捕 捉し てい る と 評 価 し た 。  

そ こ で「 北 朝 鮮 の 対 外 貿易 動向 」各 年度 の HS コ ー ド 03 類

2 1を 利 用 し，北 朝 鮮 の 水 産物 の輸 出額 と し ，ま た ，総輸 出 額

に 対 す る比 率 を 示 す。結 果 ，決議 2371，2397 号 直前 の 2016

年 で 北 朝鮮 の 水 産 物の 輸 出 は 1.5 億 ドル 以 上 2 億 ドル 以 下 ，

輸 出 全 体に 占 め る 比率 で 8%前 後 で あ る 。  

 

                                                      
1 9  H S コ ー ド と は ，「 商 品 の 名 称 及 び 分 類 に つ い て の 統 一 シ ス テ ム

(Har moni zed  Com modi ty D esc ript ion a nd Codi ng Syst em)に 関 す る

国 際 条 約 (HS 条 約 )」に 基 づ い て 定 め ら れ た コ ー ド 番 号 で あ る 。本 邦

税 関 HP 記 載 の HS コ ー ド 分 類 表 に よ る と ， 03 類 は ，「 魚 並 び に 甲 殻

類 ， 軟 体 動 物 及 び そ の 他 の 水 棲 無 脊 椎 動 物 」。  

2 0  H S コ ー ド 1603「 16 03 肉 ，魚 ，甲 殼 類 ，軟 体 動 物 ，そ の 他 の 水 棲

無 脊 椎 動 物 の エ キ ス や ジ ュ ー ス 」，同 1604「 保 存 や 調 整 処 理 し た 魚 ，

キ ャ ビ ア ， 魚 卵 か ら 調 製 し た キ ャ ビ ア 代 用 物 」， 同 160 5「 保 存 用 に

処 理 さ れ た 甲 殻 類 ， 軟 体 動 物 ， そ の 他 の 水 棲 無 脊 椎 動 物 」。  

2 1  厳 密 に は 2011 年 以 降 は「 魚 類 ，甲 殻 類 ，軟 体 動 物 」，2010 年 以 前

は「 魚 貝 類 」と な っ て い る が ，い ず れ も HS コ ー ド 03 類 と さ れ て い

る た め ， 同 一 と 見 做 し た 。  
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[グ ラ フ 4： 韓 国 を 相 手 国 に 含 ま な い 北 朝 鮮 の 水 産 物 の 輸

出 (単 位 :億 ド ル )と 比 率 (2005-19 年 )] 

 

出 典 )2 0 0 5 - 1 9 年 「 北 朝 鮮 の 対 外 貿 易 動 向 」   

 

な お ，「北 朝 鮮 の 対外 貿易 動 向 」は ，北 朝 鮮 と 韓国 と の交

易 を 含 めて い な い 。直 近 で は 南 北 交易 が停 止 し て い る た め，

こ れ で 大き な 問 題 は無 い が ， 2000 年 代 初 め で は誤 差 を生 じ

る 。南 北 交 易 に つ い て は後 述す るが ，韓 国 関 税 庁の 南 北 交易

統 計 (남 북교 역 통계 )か ら南 北 の 水 産物 の 交 易 (HS コ ード 03

類 )を 抽 出 し， 足 し 合 わせ ると 次 の グ ラ フ に な る 。  

 

[グ ラ フ 5：韓 国 を相 手 国 に 含 む 北朝 鮮 の 水 産物 の輸 出 (単

位 :億 ド ル )と 比 率 (2005-19 年 )] 

 
出 典 )2 0 0 5 - 1 9 年 「 北 朝 鮮 の 対 外 貿 易 動 向 」， 韓 国 関 税 庁 南 北 交 易 統 計  

 

筆 者 は ，南 北 交 易 統 計 を足 し合 わせ た グ ラ フ 5 が ，北 朝鮮
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の 水 産 物の 輸 出 実 態を 近 似 し たも のと 考 え て い る 22。  

金 正 恩 政権 を 2012 年 か ら 現在 ま でと 捉え る と ，中 朝 関 係

が 悪 化 し，輸 出全 体が 約 18％減 少 し た 2015 年 を除 き ，水 産

物 の 輸 出は 基 本 的 に右 肩 上 が りで あり ，ピ ーク は 2016 年 の

約 1.96 億 ドル ，比 率 5%前 後 と なる 。絶 対 値で 右肩 上 が り で

あ る に も 関 わ ら ず ， 輸 出 に 占 め る 割 合 が 低 下 す る の は 鉱 物

資 源 の 輸出 が 大 き く伸 び る た めで ある 。  

そ の 後 は 2017 年 後 半の 国 連 に よる 水 産 物 の 輸 出等 の 制裁

以 後 ， ほぼ ゼ ロ ベ ース に 落 ち 込ん でい る 。  

前 述 の とお り ，制 裁 発 動当 時，米 国 は北 朝 鮮 の 水産 物 の輸

出 を 3 億ド ル と 評 価し て い る が ，可 視 化 さ れ て い な い ，つま

り 密 貿 易を 一 定 程 度評 価 し て いる もの と 推 測 され る 。  

 

4.3 南 北 協力 ， 脱 北 者の 証 言 ， その 他 資 料  

4.3.1 南 北協 力  

韓 国 に は 北 朝 鮮 を テ ー マ に 捉 え た 研 究 が 一 つ の 系 統 と し

て あ り ，水 産 事 業 に つ いて も，南 北 交易 の 経緯 を た ど る 研究

や ，南北 の 水産 事業 部 門 の 協 力 を 模 索 す る 研究 な ど が あ る。 

南 北 の 水 産 事 業 部 門 の 協 力 を 模 索 す る も の に つ い て 触 れ

た い 。박 성준 (Park Sung Jun),이 성우 (Lee Sung Woo)「南 北

海 洋 水 産 70 年  1945～ 2015」 (2016)は ， 1945-2015 年ま で

の 南 北 間 の 水 産 に か か る イ シ ュ ー を 取 り ま と め て い る 。 著

者 の 一 人で あ る 박 성준 は ，これ に 先立 つ 박 성준 (2013)で，北

は な ぜ 水 産 部 門 で 南 に 対 し て 協 力 を 求 め て く る の か を ， 南

北 間 の 力関 係 ，経 済 的 相互 利益 ，北 朝 鮮 国 内事 情等 か ら 考察

し て い る 。こ の う ち ，目 を 引 く のは ，北 朝 鮮 は 1950 年代 か

ら 南 北 の漁 業 協 力 を提 案 し て おり ， 1972 年 7.4 南 北 共同 宣

                                                      
2 2  2 0 0 9 年 (平 成 18 年 )以 前 は ，同 年 ，北 朝 鮮 か ら の 輸 入 の 全 面 停 止

を し た 日 本 の 加 算 を 要 す る 。  
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言 の 際 は，金 日 成 が 直 接言 及す るな ど ，北 の 比 較的 積 極 的な

姿 勢 が あっ た こ と ，そ れに もか かわ ら ず ，その 後の 実 務 者協

議 で 物 別れ が 繰 り 返さ れ る こ とで ある 。近 年 で も ，南 北 会談

等 の 折 に触 れ ，共 同 漁 業は 話題 と なっ て お り ，直 近で は，2018

年 の「歴 史的 な「 板 門 店 宣 言 」履 行 のた め の 軍 事分 野合 意 書 」

(9.19 軍 事 合 意 )で試 験 的な 共同 漁 業区 域 が 謳 わ れ た 23。  

こ の よ う に 水 産 事 業 部 門 の 協 力 は 繰 り 返 し ， 南 北 間 の イ

シ ュ ー とな っ て い るだ け に ，今 後 も 南 北 協 力の 分 野 と し て，

比 較 的 進捗 が 早 い 可能 性 が あ る。  

一 方 ，南 北 共 同 漁 業 等 が実 現し ない 中 ，南 北 交 易が 先 行し

て 実 現 に至 っ た。韓 国 と北 朝 鮮 の間 の 水 産 物 の 輸 入は ，1984

年 8 月 の南 北 経 済 会談 の 後， 第 三 国 を 経 由 す る 間 接 交易 の

形 で 実 現し ， 1988 年の 7・ 7 宣 言 (盧 泰愚 韓国 大 統領 の 南 北

統 一 問 題に 関 す る 特別 宣 言 )を 契 機に ，直 接 交 易 の 形 態 に 移

行 し た 。  

성숙경(Sung Souk Kyung)·홍성걸(Hong Seong Gul)(2009)に よ

る と ， 水産 物 の 北 朝鮮 か ら 韓 国へ の輸 出 は 1996 年 の 3,599

ト ン か ら 2007 年 に は 5 万 5081 ト ン と年 平均 28.1％ の伸 び

を 示 し た。  

こ の 状 況 は 韓 国 関 税 庁 の 南 北 交 易 統 計 で そ の 状 況 を 把 握

で き る 。改 め て 2000 年 か ら 2019 年 ま で の 水 産物 の 輸入 を

HS コ ード 別 に み る と ，イ カ や貝 等 の軟 体 動 物 等 (03.07)が 最

多 で あ り， 次 に 甲 殻類 等 (03.06)，魚 等 (03.05)と な る 。  

성 숙경 ·홍 성걸 (2009)は，当 時 ，韓 国 で急 増 す る 水産 物へ

の 需 要 に 対 し ， 免 税 の 特 恵 を 受 け て い る に も か か わ ら ず 北

朝 鮮 産 のシ ェ アは 4％ に 過ぎ な い と 指摘 し た う えで ，北朝 鮮

の 海 産 物 供 給 が 韓 国 の 需 要 に 追 い 付 か な い 理 由 と し て ， 品

                                                      
2 3歴 史 的 な 「 板 門 店 宣 言 」 履 行 の た め の 軍 事 分 野 合 意 書 第 3 項 目

(2018 年 9 月 19 日 ) 
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質 管 理 不良 ，韓 国 漁 業 者の 抵抗 に加 え ，北 朝 鮮 の漁 労 漁 業及

び 養 殖 漁業 の 停 滞 を指 摘 し た 。  

南 北 の 水 産 協 力 に つ い て の 研 究 は ， こ れ ら 立 ち 遅 れ て い

る 漁 労 及 び 加 工 等 の 水 産 イ ン フ ラ の 整 備 ， 衝 突 緩 衝 地 帯 と

し て の 共 同 漁 業 水 域 ， 持 続 可 能 な 水 産 資 源 の 利 活 用 の 側 面

か ら の もの が 多 い 。自 ずと ，は じめ か ら 南 北 協 力 と い う政 策

提 言 あ りき の 研 究 が多 い こ と ，ま た，必ず し も 経 済性 ，合 理

性 を 綿 密 に 議 論 し て い な い も の も 含 ま れ る こ と は 批 判 も あ

る で あ ろう 。し か し ，こ れ は 南 北 朝 鮮問 題 の当 事者 と し ては，

ま た 問 題 の 特 殊 性 か ら 自 ず と そ う な ら ざ る を 得 な い 側 面 も

あ る と 思 わ れ る 。 筆 者 は 北 朝 鮮 の 核 や ミ サ イ ル 開 発 へ の 関

連 が 疑 われ る 資 金 等が 制 裁 対 象で ある 限 り ，南 北 共 同 操 業、

つ ま り 直 接 的 共 同 漁 業 の み な ら ず ， 実 効 性 あ る 漁 業 協 力 は

難 し い ので は な い かと の 立 場 をと って い る が ， 2018 年の 南

北 合 意 で も 共 同 漁 業 が テ ー マ に な る な ど ， 南 北 間 で は 今 後

も 制 裁 に 触 れ な い 形 で の 協 力 が 模 索 さ れ る も の と 思 わ れ る 。 

 

4.3.2 脱 北者 の 証 言  

脱 北 者 の 証 言 を 引 用 す る に 先 立 ち ， 証 言 の 多 く は 検 証 不

可 能 な 個 人 の 経 験 で あ り ， 留 保 が 必 要 で あ る こ と を 強 調 す

る 。証 言者 自 身 が 元 々 ，脱 北 す る ，しな け れ ば な ら な い状 況

に あ る とい う 面 で ，体 制に 批判 的で あ る の み な ら ず ，韓 国側

で 採 取 され た 証 言 に誇 張 等 の 指摘 があ り ，ま た ，証 言 を 収集，

記 録 ， 公開 す る 媒 体に も バ イ アス の存 在 を 指 摘 が あ る 24。  

韓 国 で は 脱 北 者 を 取 り 扱 っ た 研 究 は ， 主 に 韓 国 内 で の 脱

北 者 の 教 育 ， 就 業 な ど の 定 着 や 人 権 問 題 な ど に つ い て 行 わ

                                                      
2 4例 え ば ， 『 新 東 亜 』 （ 2015 年 3 月 号 ） 「거짓·과장·왜곡 탈북자 증언 

‘밥벌이 메커니즘’을 고발한다」（ 虚 偽 ・ 誇 張 ・ 歪 曲 の

脱 北 者 証 言 “ 生 活 の た め の メ カ ニ ズ ム ” を 告 発 す る ） 。  
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れ て い る よ う で あ る 。 水 産 事 業 に 特 化 し て 証 言 を ま と め た

も の は 発見 で き な かっ た 。その ため ，今 回 は 留 保が 必 要 であ

る と い う点 を 改 め て強 調 し つ つ，脱 北 者 の 証 言 の う ち ，水産

事 業 に 関わ る 部 分 を紹 介 す る 。  

太 永 浩 25に よ る と ， 金 正恩 は 2012 年 に 最 高 指 導 者 に 就任

し た 後 ，軍 の 視 察 ，点検 を 行 い ，結 論と し て 核 へ の 注 力を 決

定 し た 。太 永 浩 (2019:278,287-288 項 )を引 用 す る 。  

 

(金 正 恩 は )す べ て の 財 力 を 核 と ミ サ イ ル 開 発 に 注 が な く て は な

ら な い が ，北 朝 鮮 の 経 済 的 な 利 権 の ほ と ん ど は 張 成 沢 が 握 っ て い た 。

張 成 沢 は 利 権 を 譲 り 渡 す か ，握 り 続 け る か 選 ば な く て は な ら な か っ

た 。金 正 恩 が 張 成 沢 を 容 赦 な く 処 刑 し た の は ，そ の 利 権 を 手 放 さ な

か っ た こ と に も あ る と 思 わ れ る 。(… 中 略 … )2013 年 秋 ，金 正 恩 は 平

安 南 道 の 温 泉 郡 に あ る 温 泉 飛 行 場 を「 現 地 指 導 」し た 。戦 争 準 備 ど

こ ろ か 食 事 の 副 菜 の 供 給 す ら ま ま な ら な い こ と を 知 っ た 金 正 恩 は ，

空 軍 司 令 部 指 揮 官 た ち に 食 糧 難 の 問 題 を 改 善 す る 方 策 が あ る か 尋

ね た 。指 揮 官 た ち は 温 泉 飛 行 場 近 く の 五 四 部 傘 下 の 南 浦 水 産 基 地 を

自 分 た ち に 引 き 渡 し て ほ し い と 要 請 し た 。水 産 基 地 が 稼 ぐ ド ル で 空

軍 の 食 事 事 情 を 改 善 し た い と い う 意 味 だ っ た 。  

出 典 ） 前 掲 。 下 線 部 は 筆 者  

 

五 四 部 とは ，張 成 沢 が 主導 する の党 執 行 部 と 癒 着 し「 2009

年 こ ろ か ら 石 炭 な ど 主 要 品 目 の 輸 出 を ほ と ん ど 独 占 」 26し ，

南 浦 水 産 基 地 を 中 心 に 「 貝 な ど の 海 産 物 を 中 国 に 売 っ て 毎

年 100 万 ド ル 以 上 を儲 け た 」27と さ れ る機 関 で あ る。こ の よ

                                                      
2 5  2 0 1 6 年 脱 北 。 元 在 英 北 朝 鮮 大 使 館 公 使 。  

2 6  太 永 浩 (201 9:2 8 8 項 )  

2 7  同 上  
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う に 水 産基 地 は 外 貨稼 ぎ ， 利 権の 一角 と の 証 言 が あ る 28。  

も う 一 つ は ， 北 朝 鮮 で 直 接 漁 業 に 従 事 し て い た 松 原

29(2018)で あ る 。大 和 堆 で多 数確 認 され て い る 木造 船の イカ

漁 操 業 につ い て は ， 1998-2002 年 の 話と し て  

 

清 津 市 を は じ め 朝 鮮 東 海 (日 本 海 )地 域 で は ，夏 場 に イ カ 漁 が で き

な け れ ば ，生 き て い く の が 大 変 で す 。海 岸 地 域 の 人 々 の 最 大 の 稼 ぎ

時 は イ カ 漁 の 時 期 で す 。 イ カ 漁 の 漁 期 は 7 月 下 旬 か ら 9 月 末 で す 。

(… 中 略 … )イ カ 漁 船 は ほ と ん ど が 木 造 船 で ， 長 さ が 5～ 6 メ ー ト ル

ほ ど で 6～ 8 馬 力 の 程 度 の エ ン ジ ン で す 。 (… 中 略 … )イ カ 漁 に は 道

保 衛 部 や 軍 部 隊 の 保 衛 部 が 発 行 す る 許 可 証 (海 の 出 入 証 )が 必 要 で

す 。こ れ が 無 け れ ば 出 漁 す る こ と は で き ま せ ん 。し か し ，出 入 証 が

無 く て も 沿 岸 警 備 隊 に 捕 獲 物 20％ を 賄 賂 と し て 差 し 出 し ，漁 労 す る

場 合 も あ り ま す 。(… 中 略 … )私 が い た と き も 洋 上 で 闇 の 取 引 が 行 わ

れ ま し た 。例 え ば イ カ の 最 盛 期 に は ，小 舟 が 港 に 出 入 り す る の は 面

倒 だ か ら 何 日 も 海 に 泊 ま っ て 作 業 し た 時 も あ り ま し た 。そ こ で 毎 日

漁 獲 し た 魚 を 公 海 上 で 大 き な 船 に 売 り ，魚 と 必 要 な 食 糧 ，お 金 ，水 ，

燃 料 と 交 換 し ま す 。小 舟 か ら 魚 を 買 い 入 れ る 船 は 大 体 大 き な 企 業 所

か 中 国 と 関 係 の あ る 漁 船 で す  

 出 典 ） 前 掲 。 下 線 部 は 筆 者  

 

と し ，木 造 船 の 獲 得 し たイ カの 洋上 取 引 を 証 言 し て い る 。ま

た ，こ の他 ，船 主 と 乗 り子 の漁 獲 物 の 配 分 ，埠 頭で の 魚 の 売

                                                      
2 8  な お ，2013 年 の 軍 水 産 部 門 熱 誠 者 大 会 を ，張 成 沢 か ら 引 き 離 し た

軍 水 産 部 門 に 対 す る 金 正 恩 の 抱 き こ み で あ る と す る 見 解 も あ る 。例

え ば ， 2013 年 12 月 23 日 付 韓 国 聯 合 ニ ュ ー ス 、  

「 北  '軍  수 산 부 문  열 성 자 회 의 '  장 성 택  성 토 장  되 나 」 等 。  

（ 北 朝 鮮 “ 軍 水 産 部 門 熱 誠 者 大 会 ” 張 成 沢 糾 弾 の 場 と な る か ）  

2 9  松 原 東 秀 。 脱 北 年 度 不 詳 。  
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買 等 を 指摘 し て い る。なお ，同 人は 木 造 船 の 日 本 海 域 への 無

理 な 出 漁の 原 因 に ，生 活 の 困 窮を 挙げ て い る 。  

주 성하 （ Joo Seong Ha） 3 0(2009:212 項 )は  

 

北 朝 鮮 で 資 本 主 義 的 要 素 が 最 も は っ き り と 現 れ て い る と こ ろ は

ど こ だ ろ う か 。  

北 朝 鮮 を 少 し 知 る も の な ら ，す ぐ 闇 市 (ジ ャ ン マ ダ ン )を 挙 げ る だ

ろ う 。し か し ，筆 者 は こ の 質 問 に た め ら い な く 水 産 業 分 野 で あ る と

答 え る 。 こ の 分 野 で は 10 数 年 前 か ら 個 人 会 社 を 作 り ， 雇 用 権 を 行

使 し て 賃 金 を 貰 い 働 く “ 賃 金 労 働 者 ” も 多 い  

 出 典 ） 前 掲 。 下 線 部 は 筆 者  

 

と し ， 1980 年 代 以 降 ， 日 本な どの 海 外 企 業 の 買い 付 けか ら

北 朝 鮮 の漁 村 に“ 資 本 主義 ”が 流 入 し ，成 金 (金主 )の 登 場 ，

木 造 船 の売 買 ，乗 り 子 の募 集，船 主 と乗 り 子 の 漁獲 物 の 配分，

埠 頭 で の 魚 の 売 買 ， さ ら に は イ カ の 中 国 商 人 へ の 販 売 な ど

を 証 言 して い る 。  

こ れ ら 証 言 の 最 大 の 問 題 は ， 検 証 不 可 能 だ と い う こ と だ

ろ う 。その う え で 多 く の証 言が ，漁 業 ，特 に漁 労 漁 業 を 単 に

食 料 獲 得 の み な ら ず ， 外 貨 を 含 む 経 済 活 動 の 一 環 で あ る こ

と を 示 唆し て い る 。  

 

4.3.3 衛 星画 像  

Jaeyoon Park et al.,(2020)は ， 複 数の 衛星 画像 ， AIS，

赤 外 線 画 像 等 を 組 合 せ て 漁 船 に 特 化 し た 監 視 を 行 い ， 北 朝

鮮 の 海 域で 中 国 船 舶が 2017 年 は 900 隻 超 ，2018 年 は 700 隻

超 の 漁 労を 行 い ，こ れ らの 違法 操 業 漁 船 は 4.4 億ド ル 以上 ，

量 に し て 16.4 万 ト ン のイ カ 等 を 採 捕 し た と 推 定 した 。  

                                                      
3 0  2 0 0 2 年 脱 北 。 東 亜 日 報 記 者 。  
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ま た ，こ れ ら 中 国 漁 船 に押 し出 され る 格 好 で ，北朝 鮮 の 小

型 船 舶 約 3000 隻 は ，2018 年に ロシ ア の 海 域 で 操業 し たこ と

を 明 ら かに し た 。  

 

[図 7： 2015-18 年 にロ シア EEZ で 操業 す る北 朝鮮 の イ カ釣

り 漁 船 の推 移 ] 

 

出 典 )J a e y o o n  P a r k 他 ( 2 0 2 0 ) P 4 図 4 D に 西 暦 付 記  

 

図 7 は 2015-18 年 ， ロ シ ア海 域 に お ける 北朝 鮮の 小 型 漁

船 の 延 べ操 業 日 隻 数を 棒 グ ラ フで 示し て い る 。 2015 年と 比

し ， 2018 年 は 5 倍以 上 に増 加し た 31 

な お ，ロ シ ア EEZ とは 次 の 図 8 左 側 の 図右 上円 内で あ り ，

大 和 堆 及 び 武 蔵 堆 外 側 の 海 域 を 指 す 。 同 海 域 で は 北 朝 鮮 漁

船 と ロ シア 官 憲 と トラ ブ ル も 報告 さ れ て い る 32。  

  

                                                      
3 1  定 量 的 評 価 は 難 し い が ， Jae yoo n  Par k e t al .,他 (2020 :  第 2 項 )

は “ For t he N ort h Kor ean smal l-s cale vess els ,we esti mate tha t  

the numb er of f ishi ng d ays  ha s  inc reas ed eve r y ye ar i n t he 

past  4  y ear s fro m 3 9,0 00  in  2 015  to  2 22, 000  i n 2 018” と す る 。  

3 2  A F P 通 信 は 2019 年 10 月 2 日 ，ロ シ ア 国 境 警 備 隊 は 自 国 海 域 に 入

っ た 北 朝 鮮 籍 の 漁 船 に 発 砲 。ロ シ ア 治 安 当 局 に よ る と ，漁 師 5 人 が

負 傷 し た と い う 。ま た ，同 年 9 月 に は 北 朝 鮮 の 漁 師 数 百 人 を 拘 束

し た 旨 報 道 (htt ps:/ /www .af pbb . com/ arti cle s/- / 3247 657)  

2 0 1 5 年  2 0 1 6 年  2 0 1 7 年  2 0 1 8 年  
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[図 8，写 真 4： ロ シア EEZ 内 の北 朝鮮 漁 船 群 位置 及 び 木 造

船 典 型 例 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 典 )Jae yoo n P a rk e t al .,( 202 0 )P3 図 3D 及 び C 

 

同 図 右 上 の 円 内 海 域 に 存 在 す る 小 さ い 点 が 北 朝 鮮 の 木 造

船 群 で あり ，北 朝 鮮 と ロシ ア，韓 国 の 国境 ，境 界 か ら 引か れ

て い る 破線 の 内 側 が北 朝 鮮 の 主張 海域 で あ る 。  

北 朝 鮮 主 張 海 域 に 偏 在 し て い る の は 中 国 漁 船 で あ り ， 右

側 の 写 真 C の よ う な北 朝 鮮の 木造 漁 船 群 は ロ シ ア 海 域で 多

数 操 業 す る 。 こ の 大 和 堆 及 び 武 蔵 堆 外 側 の 海 域 で の 木 造 船

の 延 べ 操業 隻 数 と 日本 へ の 漂 着件 数は ，次 のと お り で あ る。 

 

[グ ラ フ 6： 日本 へ の 漂 着 件 数 （ 暦年 ） ] 

 

出 典 )読 売 新 聞 等 報 道 各 社 か ら 筆 者 集 計  

注 )漂 着 件 数 に は ， 船 の 一 部 が 漂 着 し た も の も 含 ま れ て い る 。  

65 45 66
104

225

158

0

100

200

300

2014 2015 2016 2017 2018 2019

（件数）

（年）

ロ シ ア EE Z 内 の 北 朝 鮮 漁 船 群  

北北 朝朝 鮮鮮   

主主 張張 海海 域域   
中 国 漁 船 群  

－ 41 －



－ 42 －

42－金正恩政権の漁業政策と日本への漂流・漂着船との関連性

26 
 

大 和 堆 及 び 武 蔵 堆 外 側 の 海 域 で の 木 造 船 の 延 べ 操 業 数 と

漂 着 船 等事 象 は 2018 年 に かけ ，増 加 し て い る とい う 点で 相

関 し て いる 。こ れ ま で 見て きた 通り ，金 正 恩 政 権の 漁 労 漁業

に 対 す る注 力 は 2016 年 を 境に 減 少し ，漁獲 量 ，輸 出 量の 増

大 も ま た同 年 前 後 まで で あ る 可能 性が あ る 。し か し ，漂着 船

等 事 象 は 2017-18 年 に も 相次 ぎ ， 金 正 恩 政 権 の漁 業 振興 策

と 漂 着 船等 事 象 の 相関 は 必 ず しも 明ら か で な いと 言 え る 。  

ま た ，漂 着 船 等 事 象 は ，そ の 形 態 や 冬場 に 北西 から 季 節 風

が 吹 く 日 本 海 の 地 域 的 特 性 か ら も ， 沖 合 で 操 業 す る 木 造 船

と の 相 関が よ り 重 要と 思 わ れ る。漂 着 件 数 は 2019 年 に減 少

が み ら れた 。な お ，労働 新 聞 等 で は 年 数度 ，自 国 漁 船 の海 難

記 事 が 載る が ，2020 年 には 海 難 救 助に 関 す る 規 定 33が ，おそ

ら く 北 朝鮮 で 初 め て整 備 さ れ た。  

 

4.3.4 そ の他 の 資 料  

専 門 家 パ ネ ル 年 次 報 告 書 に は 水 産 事 業 に 関 す る 記 載 も あ

り ，例 えば ，2019 年 は ，北 朝 鮮 は 外 貨稼 ぎ の た め，「 第 三国 」

へ の 漁 業 権 販 売 を 続 け て い る と 指 摘 し ， 北 朝 鮮 の 主 張 す る

水 域 内 での 中 国 漁 船の 操 業 を 報告 し て い る 。  

 

                                                      
3 3  2 0 2 0 年 1 月 16 日 付 民 主 朝 鮮 は 内 閣 の 政 令 と し て「 海 上 探 索 及 び

救 助 法 」が 採 択 さ れ た と 報 道 し た 。同 規 定 は 海 上 探 索 及 び 救 助 事 業

に つ い て ，制 度 と 秩 序 を 確 立 す る こ と で 人 命 安 全 と 財 産 保 護 を 目 的

と す る と さ れ る 。  
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 [写 真 5： 北朝 鮮 発 行 の 漁 業 許 可証 ] 

出 典 )韓 国 KB S  

 

写 真 5 は 韓国 KBS で 報 道 34さ れた 北朝 鮮 発 行 の 漁 業 許可 証

で ， 2018 年 ， 日 本 海 側 で
． ．． ． ．

韓 国 海 洋警 察 庁に 拿捕 さ れ た 中国

漁 船 が 有し て い た 。画 面下 部に は発 行 年 ，ある いは 漁 獲 許可

期 間 と 思わ れ る 主 体 107 年（ 2018 年 ），漁 獲割 当 量 と 思 わ れ

る イ カ 1001 ト ン の 表 記 が 確 認 で きる 。北 朝 鮮 の外 国 漁船 に

対 す る 漁業 権 販 売 35が 決 議 2397 号 後 も続 い て い るこ と が 伺

わ れ ， 今 後 も 中 国 漁 船 等 の 日 本 海 側 で の 操 業 恒 常 化 が 懸 念

さ れ る 。  

 

5 お わ り に  

北 朝 鮮 は従 来 (金 日 成 ，金 正 日 政 権 )か ら，食糧 生 産 の 観 点

か ら ，養 殖 を 中 心 と し た水 産業 に資 源 を 投 下 し て き た 。金 正

日 政 権 で養 魚 ・ 養 殖業 が 伸 び 悩む 中 ， 2012 年 に金 正 恩政 権

へ の 移 行 が あ り ， 金 正 恩 政 権 は 軍 の 水 産 業 へ の 投 入 や 新 型

漁 船 配 備，漁業 関連 労 働 者 の 優 遇 など 漁 労 漁業 に 注 力 し た。

                                                      
3 4 KBS「북한어선과 한일중간수역 내, 어업분쟁과 끊임없는 갈등」（2020） 

(北朝鮮漁船と日韓中間水域内の漁業紛争と続く紛争) 

3 5こ こ ま で『 漁 業 権 』の 文 言 を 使 っ た が ，こ の 形 態 は ，正 し く は『 入

漁 権 』 が 妥 当 と 思 わ れ る 。  
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漁 獲 量 が明 確 な 増 加傾 向 に あ るか は不 明 で あ る が ， 1980 年

代 の 全 盛期 に 比 べ ると 劇 的 な 改善 には 至 っ て い な い 。  

当 局 は 漁船 ，漁 具，冷凍 加 工 の 直 接 的イ ン フ ラ の改 善 に加

え ，近 年 は 流 通 経 路 等 の間 接的 イン フ ラ も 言 及 し て お り ，北

朝 鮮 が 漁 獲 量 の ピ ー ク を 回 復 で き な い 一 因 と し て ， 随 所 に

脆 弱 な イ ン フ ラ が 示 唆 さ れ る 。 加 え て 近 年 は 国 連 制 裁 及 び

自 国 主 張の 水 域 で の漁 業 権（入 漁権 ）を 中 国 漁 船に 販 売 した

結 果 ，漁 獲 量 が 減 少 し た可 能性 があ る 。衛 星 画 像に よ る と，

北 朝 鮮 が 主 張 す る 操 業 水 域 に 中 国 漁 船 が 蝟 集 し ， 北 朝 鮮 の

小 型 木 造 船 が よ り 沖 合 の 海 域 に い わ ば 押 し 出 さ れ る 格 好 に

な っ て いる 。今 後，こ れ ら の 中 国 漁 船の 活 動が より 活 発 にな

っ た 場 合，北 朝 鮮 の 木 造船 は一 層，困難 な 競 合 環境 下 に おか

れ る も のと 推 測 さ れる 。衛 星 画 像 では 沖 合 の 海 域 (大 和堆 か

ら 武 蔵 堆 外 側 海 域 )に 押 し 出 さ れ た 木 造 船 と 漂 着 船 等 事 象

の 増 加 はほ ぼ 正 比 例し て い る 。  

さ ら に ，北 朝 鮮 か ら の もの と思 わ れ る 漂 着 船 は ，2015，16

年 に 金 正 恩 政 権 下 で 軍 等 の 水 産 事 業 所 に 配 備 さ れ た 外 洋 型

漁 船 と は 類 似 し な い 。 ま た 労 働 新 聞 の 記 事 の 多 く は ハ タ ハ

タ の 採 捕 を 喧 伝 し て お り ， イ カ の 採 捕 は 記 事 に は な っ て い

な い 。こ れ ら か ら，日 本 へ の 漂 着 船 等の 事 象の 増加 と 金 正恩

政 権 下 で の 軍 の 水 産 事 業 所 へ の 外 洋 型 漁 船 の 配 備 や 労 働 者

の 優 遇 な ど の 報 道 の 増 加 は ， 必 ず し も 明 確 な 因 果 関 係 を 有

す る も ので は な い と主 張 し た 36。漂 着 船 等事 象 は ，北 朝鮮 の

漁 業 政 策 以 前 に ， 大 和 堆 及 び 武 蔵 堆 付 近 で の 木 造 船 の 操 業

に 単 に 比例 し て い ると い う の が本 論の ま と め であ る 。  

                                                      
3 6  2 0 2 0 年 下 期 ，漂 着 船 等 事 象 が 減 少 し て い る 。北 朝 鮮 の 報 道 は ，海

上 漂 流 物 か ら の 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 （ COV ID-1 9） 感 染 警 戒

（ 2020 年 3 月 18 日 付 朝 鮮 中 央 通 信 ）， 海 岸 地 域 を 防 疫 封 鎖 （ 同 年

11 月 29 日 付 同 通 信 ） 等 あ り ， 関 連 性 は 今 後 の テ ー マ で あ る 。  
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一 方 ，な お 現在 で も中 国 ，ロ シア ，韓 国 ，日 本 な ど の 近 隣

諸 国 が 水 産 物 の 大 量 消 費 国 で あ る と い う マ ク ロ な 構 造 は 変

化 な く ， 制 裁 を 回 避 し た 輸 出 へ の イ ン セ ン テ ィ ブ は 継 続 し

て い る 37。外 貨稼 ぎ や 利 権の 側 面 か らも ，従 来 ，北 朝 鮮で は

総 輸 出 に 占 め る 水 産 業 の 大 き さ は 一 定 程 度 の 規 模 で あ っ た

と 評 価 でき ，食 糧 問 題 ，市 場 経 済 的 側面 か らも 北朝 鮮 の 出漁

に 対 す る イ ン セ ン テ ィ ブ は 依 然 残 る た め ， 木 造 船 の 出 漁 は

続 く 可 能性 が あ る 。今 後，政策 の 直 接 的 影 響 の み な ら ず，こ

れ ら 漁 船 の 出 漁 動 機 ， 経 済 活 動 の 視 点 か ら の 考 察 も 要 す る

だ ろ う 。  

最 後 に ，北 朝 鮮 当 局 が 海難 の構 造的 原 因 に 関 心 を 寄 せ ，不

幸 な 漂 流 ・ 漂 着 船 事 象 の 発 生 が 政 策 的 に 抑 制 さ れ る こ と を

望 み ， 本稿 の 結 び とす る 。  

 

 

本 稿 に 示 さ れ た 分 析 及 び 意 見 は 全 て 筆 者 個 人 に 属 し ， そ の

所 属 す る組 織 の 公 式見 解 を 示 すも ので は な い 。  

ま た ， 本稿 に 含 ま れる 誤 り も 当然 に筆 者 個 人 に 属 す 。  

 

 

参 考 文 献等  

本 文 ，脚 注 に 明 示 の も の以 外に ，以 下の 参 考 文 献等 を 利用

し た 。  

 

 

                                                      
3 7  2 0 2 0 年 5 月 11 日 付 共 同 通 信 は ，2020 年 に タ イ で 日 本 人 ら が「 北

朝 鮮 外 務 省 の デ ィ レ ク タ ー 」を 名 乗 る 男 性 か ら 北 朝 鮮 産 ア サ リ を 中

国 産 と 偽 装 し 密 輸 す る こ と と 持 ち 掛 け ら れ て い た 旨 報 道 。他 ，制 裁

違 反 の 報 道 は 散 見 さ れ る 。  
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水 産 協 力 の 研 究 ： 北 朝 鮮 の 協 力 動 機 の 変 化 を 中 心 に )」  

高 麗 大 学 校 大 学 院 北 韓 学 科 博 士 学 位 論 文 (20 13)  

7)  Jaeyoon Park et al.,（ 2020）「 Illuminating dark fishing fleets 

in North Korea」  Science Advances,  Vol. 6, no. 30 
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［ 定 期 /不 定 期 刊 行 物 ］  

1) K MI 북 한  해 양 수 산 리 뷰 ( 202 0 ) 

KMI 北 朝 鮮 海 洋 水 産 レ ビ ュ ー 第 1 号  

2)20 13 年 12 月 27 日 付 労 働 新 聞  

3)KO TRA「 北 朝 鮮 の 対 外 貿 易 動 向 (북 한  대 외 무 역  동 향 )」 . 

2005 -2019 年 の 各 年 度  

4) Uni ted  S tate s M iss ion  t o th e U nit ed  Na tion s 「 FACT  S HEE T:  

Reso luti on  23 71  (20 17)  S tren g then ing  Sa nct io ns o n Nor th 

Kore a」  5 A ugu s t, 2 017  

URL: http s:/ /us u n.us miss ion .go v /fac t-sH eet -re s olut ion-  

2371 -201 7-s tre n gthe ning -sa nct i ons- on-n ort h-k o rea/  

5)松 原 東 秀 (201 8 )「 北 朝 鮮 で の 漁 労 生 活 を 振 り 返 る 」  

北 朝 鮮 難 民 救 援 基 金 NEWS No. 107  

6)주 성 하 （ Joo  Seong  Ha/チ ュ ・ ソ ン ハ ）  

「 어 업 ,북 한  자 본 주 의  전 초 지 대 로  뜨 다 」 (2009 )   

(漁 業 ， 北 朝 鮮 の 資 本 主 義 の 前 哨 地 帯 に ) 

『 新 東 亜 』 2009 年 8 月 号 ， 212- 2 25 項  

7)国 連 安 保 理 北 朝 鮮 制 裁 委 員 会 専 門 家 パ ネ ル 年 次 報 告 書 ，  

2015 -19 年  

 

［ 統 計 的 資 料 ］  

1)韓 国 銀 行   남 북 한 의  주 요 경 제 지 표  비 교  

(南 北 の 主 要 経 済 指 標 の 比 較 ) 

2)韓 国 統 計 庁  통 계 청  북 한 통 계  - K OSIS  국 가 통 계 포 털  

(KOS IS 国 家 統 計 ポ ー タ ル ) 

3)韓 国 関 税 庁  남 북 교 역 통 계  

(南 北 交 易 統 計 ) 

 

［ 書 籍 ］  

1)박 성 준 (Pa rk S ung jun / パ ク ・ ソ ン ジ ュ ン ),이 성 우 (Lee  Su ng 
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Woo/イ ・ ソ ン ウ ) 

「 남 북 해 양 수 산 7 0 년  19 45～ 20 15」 (2 016) , K MI  

(南 北 海 洋 水 産 70 年  1945～ 2015 ) [P DF 版 ] 

2)韓 国 銀 行 (201 4 )「 통 계 를  이 용 한  북 한  경 제  이 해 」   

(統 計 を 利 用 し た 北 朝 鮮 経 済 の 理 解 ) [PDF 版 ] 

3)太 永 浩 (20 19)「 三 階 書 記 室 の 暗 号  北 朝 鮮 外 交 秘 録 (第 3 刷 )」  

[日 本 語 版 ] 

 

［ 映 像 ］  

1)朝 鮮 中 央 テ レ ビ  

「미더워라, 만선기를 날려가는 인민군대 수산부문의 어로전사들!」 

(信じよ，満船旗を翻していく人民軍隊の水産部門の漁労戦士たちを！) 

サ イ ト 「 わ が 民 族 同 士 」 経 由  

2)韓 国 KBS  

「 북 한 어 선 과  한 일 중 간 수 역  내 ,  어 업 분 쟁 과  끊 임 없 는  갈 등 」  

(北 朝 鮮 漁 船 と 日 韓 中 間 水 域 内 の 漁 業 紛 争 と 絶 え 間 な い 摩 擦 ) 

URL: http s:/ /ww w .you tube .co m/w a tch? v=0B _B_ Ug2 J S8  

 

［ 新 聞 記 事 ］  

1)  2 0 15 月 4 月 20 付 朝 鮮 日 報 [韓 国 語 ]'김 정 은  백 두 산  정 상  등 정   

사 진 ' 조 작  의 혹 （ 金 正 恩 の 白 頭 山 頂 上 登 頂 写 真 ， 捏 造 疑 惑 ）  

URL: http s:/ /ww w .cho sun. com /si t e/da ta/h tml _di r /201 5/0  

4/20 /201 504 200 2 355. html  

2)20 13 年 12 月 23 日 付 韓 国 聯 合 ニ ュ ー ス ［ 韓 国 語 ］  

北  '軍  수 산 부 문  열 성 자 회 의 ' 장 성 택  성 토 장  되 나  

(北朝鮮，軍水産部門熱誠者大会 張成沢糾弾の場となるか) 

URL: http s:/ /ww w .yna .co. kr/ vie w /AKR 2013 122 307 7 4000 14  

3)日 本 へ の 木 造 船 漂 着 等 件 数 は 読 売 新 聞 等 を 利 用  

4)20 20 年 1 月 16 日 付 民 主 朝 鮮 (海 上 探 索 及 び 救 助 法 採 択 に つ い て ) 

URL: http :// www . minz u.re p.k p/2 0 20/0 1/la w-9 / 
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付 録 1 

 
出 典 )各 年 度 新 年 の 辞 。  

下 線 部 及 び 翻 訳 筆 者 。 該 当 す る 言 及 の 無 い 年 は 省 略  

年 形式 水産業に関する言及

2000 共同社説 養魚事業を全群衆的運動に展開すべき。

2001 共同社説 ナマズをはじめとする生産性の高い魚をより多く育て、現代的な畜産基地を堅固に運営すべき。

2007 共同社説
手間をかけてきた、畜産、養魚、基礎食品基地がその成果を示し、人民たちがその恩恵にあずか
れるようにすべき。

2008 共同社説
手間をかけてきた現代的な畜産、養魚、果物生産基地を良く運営し、人民たちが恩恵を得るよう
にすべき。

2009 共同社説 水産物の生産と栽培漁業、養魚を発展させ、人民たちの食生活向上に寄与するべき。

2010 共同社説
主体的な育種体系が立ち、実利主義原則が具現された現代的な畜産、養魚、果物生産基地が、現
実で大きな成果を示せるようにすべき。

2012 共同社説
人民生活向上で重要な役割を受け持っている現代的な畜産基地らと家禽基地、大規模果樹農場ら
と養魚基地が自身の能力を最大限発揮するようにすべき。

2013 新年の辞 畜産と水産、果樹部門を決定的に高めて人民の食生活を改善してより一層豊かにすべき。

2014 新年の辞

水産部門を押し上げるための国家的対策をたてなければならない。
水産部門では最高司令官命令を決死貫徹して魚大風（注：大漁）を作り出した人民軍水産部門の
模範に従い、漁船と漁具を現代化して科学的方法で漁労戦闘（注：漁労作業）を力強く行い、入
り江ごとに満船の汽笛が鳴るようにして海での養殖も大々的に行うべき

2015 新年の辞

農産と畜産、水産を3大軸にし、人民たちの食べる問題を解決し、食生活のレベルを１段階高め
なければならない。（中略）難しい環境と不利な条件でも、昨年は農業と水産、化学、石炭戦線
をはじめとする色々な部分で生産的高揚が起き、経済強国建設と人民生活向上の明るい展望を開
いた。（中略）水産部門で黄金海の新しい歴史を創造した人民軍の闘争気風を見習って、水産業
を決定的に引き上げ、魚大風をあつらえ、人民の食卓の上に海の香りが漂うようにすべき。

2016 新年の辞

農産、畜産、水産部門で革新を起こして人民生活の改善することに転換を図るべき。
党の呼びかけに従い、勢いよく立ち上っている畜産と水産部門で生産を早期に盛り上げさせ、全
国随所に建設した養魚場と野菜温室、キノコ生産基地が恩恵をもたらし、人民の食卓を豊かにす
べき。

2017 新年の辞
積極的な漁労戦闘に力強く取り組み、養魚と養殖を根気よく推し進めるべき。現代的な漁船をよ
り多く建造し、東海岸地区（注：日本海）に総合的な漁具生産基地を築いて水産業の物質的・技
術的土台を強化すべき。

2018 新年の辞 造船と船舶修理能力を高め、科学的な漁労作業を展開し、養魚と養殖を活性化すべき。

2019 新年の辞
水産部門の物質技術的土台を強化して漁労と養魚、養殖を科学化し、水産資源を保護増殖させ水
産業発展の新たな道を開いていくべき。
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